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第２．監視取締及び保税行政の現状

１．取締対象の現状

⑴　入国者数1

　令和４年における我が国への入国者数は，約
698万人（前年度比672％増）となっている。
　入国者の大半は空港を利用している。令和４年
の入国者総数のうち，空港からの入国者数は約
691万人であり，全体の約99％を占める。
　また，同年の入国者総数のうち空港の利用状況
を個別に見ると成田空港が約42％を占め，次いで
羽田空港（約27％），関西（約17％），福岡（約7％），
中部（約3％）の順となっている。

図１　入国者数の推移（令和元年～令和 4年）

5,141

805

90

698

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

⑵　商業貨物
　令和４年における一般商業貨物の輸入許可・承
認件数は，約１億1,289万件（前年比18.1％増）と
なっている｡

図２　輸入許可・承認件数の推移

⑶　船舶・航空機
　2022年の外国貿易船（機）の入港隻（機）数は，
外国貿易船が約９万１千隻（前年比3.8％減）と

減少し，外国貿易機が約10万7千機（前年比
23.6％増）と増加している。

図３　外国貿易船（機）の入港隻（機）数の推移
（平成30年～令和４年）

（出典：財務省貿易統計）
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２．取締・検査の概要

⑴　取締・検査体制の整備
　麻薬や拳銃等の社会悪物品やテロ関連物資等の
一貫した取締体制の構築を図る観点から，2006年
７月に機構を改正し，監視部において，船舶等の
入港から国内引取りまで，輸出入通関に係る物流
の中で一貫した貨物の取締りを行っているほか，
船舶，乗組員，旅客等の取締りを実施している。
⑵　取締・検査機器の積極的活用
　隠匿手口が複雑化・巧妙化する社会悪物品等の
密輸入に対し，取締・検査機器を積極的に活用す
るなど，取締りの強化を図っている。
①　Ｘ線検査装置
　Ｘ線検査装置は，商業貨物，出入国旅客の携帯
品，国際郵便物等の検査に際し，開披検査が困難
な検査対象貨物を破壊することなく検査すること
を可能とするものであり，社会悪物品等の発見の
ために効果的・効率的に活用している。
　また，コンテナ貨物又はコンテナ自体を利用し
た大口の密輸事犯に対応し，コンテナや自動車等
の大型貨物の検査を可能とするため，2000年度に
大型Ｘ線検査装置を導入し，現在，全国で13港・
15ヶ所に配備している。これまでコンテナ内の貨
物を全量取出して検査を行う場合には，コンテナ
１本あたり２時間程度を要していたが，同検査装
置の導入により，10分程度で検査することが可能
となり，検査時間が大幅に短縮された。1�数値はいずれも出入国在留管理庁「出入国管理統計」による。
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②　麻薬探知犬
　麻薬探知犬は，1979年に米国税関の協力を得て
２頭を導入したことに始まり，2023年７月１日現
在，全国の税関に計137頭が配備されている。
　麻薬探知犬は，出入国旅客の携帯品及び国際郵
便物等の検査対象貨物に付着した臭いを探知し
て，隠匿された不正薬物等の有無を的確に確認す
るために活用しており，導入以降，多くの不正薬
物等の摘発に貢献している。
⑶　取締強化期間
　税関では取締強化期間を設定し，不正薬物や銃
砲，テロ関連物資等の取締り及び広報啓発の強化
を図っている｡

３.テロ対策等

⑴　テロ対策
　関税局・税関では，2001年９月の米国同時多発
テロ発生以降，国内におけるテロ対策の重要性が
高まったことや大量破壊兵器の拡散防止に関する
監視の強化が国際的にもますます重要となったこ
とを踏まえ，我が国政府の関係機関及び米国等を
始めとする諸外国と密接に連携しつつ，通関検査
体制の強化，テロ対策関連機器の増強，海上コン
テナ安全対策（コンテナ・セキュリティ・イニシ
アチブ：CSI）の実施などを進めるとともに，爆
発物や生物テロに使用されるおそれのある病原体
等の輸入管理の強化，外国貿易船等の積荷及び旅
客等に関する事項の事前報告の義務化，税関職員
による質問検査に応じなかった場合の罰則の強化，
乗客予約記録（Passenger�Name�Record：PNR）
を航空会社から求めることができる規定の整備な
ど，国際テロ対策に積極的に取り組んできたとこ
ろである。2015年３月以降，旅客の事前旅客情報
（Advance�Passenger�Information：API）に加え，
国交省航空局及び法務省出入国在留管理庁等政府
一体として，航空会社に対し，乗客予約記録の
NACCSによる電子的報告を働きかけた結果，EU
系航空会社及びスイス航空を除く航空便のうち，
殆どの航空便について電子的にPNRを取得してい
る。2017年度関税改正において出国PNRを求める
ことができるようにし，2019年３月にはNACCS
により電子的に報告することを原則化し，これと
同時期に航空貨物の事前報告制度を拡充し情報内
容の追加及びNACCSにより電子的に報告するこ
とを原則化した。
　また，WCO（世界税関機構）のガイドライン
である「国際貿易の安全確保及び円滑化のための

WCO基準の枠組み」を踏まえ，積荷情報を活用
した水際取締りの強化を図るため，2014年３月か
ら，コンテナー貨物を積載して我が国に入港しよ
うとする外国貿易船の運航者等及び当該貨物の荷
送人に対し，原則として当該外国貿易船が船積港
を出港する24時間前までに，詳細な積荷情報を電
子的に報告することを義務付ける「出港前報告制
度」を運用している。
⑵　北朝鮮対策
　我が国は，北朝鮮の核・ミサイル開発に対する
独自の制裁措置として，北朝鮮との輸出入の禁止
（輸入：2006年10月～，輸出：2009年６月～）や
北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出の届
出を要する金額の下限の引き下げ（2009年５月～）
を実施しており，関税局・税関は，これらの措置
の実効性を確保するべく，関係機関等と連携しつ
つ，常に厳格な取締りを実施している。
　また，国際連合安全保障理事会決議第1874号
（2009年６月12日採択）を受けて我が国で制定さ
れた貨物検査法（国際連合安全保障理事会決議第
千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物
検査等に関する特別措置法（2010年７月４日施
行））に基づき，北朝鮮特定貨物（注）に対し，
提出命令・保管を行い，関係行政機関との緊密な
連携・協力の下，同法の実効性の確保を図ってい
る。
�（注�）「北朝鮮特定貨物」とは，国際連合安全保
障理事会決議及びその他政令により指定され
た大量破壊兵器及び武器の関連物資等の対北
朝鮮禁輸貨物のうち，通過貨物（仮陸揚貨物
を含む。）をいう。貨物検査法施行以降，北
朝鮮に対する制裁を追加・強化する新たな国
際連合安全保障理事会決議の採択等を受け，
北朝鮮特定貨物の追加等が行われている。

４．保税行政の現状

⑴　保税制度の概要
　保税制度は，貿易秩序の維持，関税債権の確保，
貿易取引の円滑化等の観点から設けられており，
保税地域及び保税運送等の規定がある。
①　保税地域
　輸入貨物の国内への引取り又は輸出貨物の船
舶，航空機への積込みに当たっては，原則として，
貨物を一旦，保税地域に蔵置し，税関長に申告を
行い，必要な検査を経て（輸入の場合は，原則と
して，関税，内国消費税を納めた後に）税関長の
許可を受ける必要がある。このように，輪出入貨
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物を税関の監督下に置くことで，取締りの適正を
期するとともに，輸入貨物に係る関税等の徴収等，
適切な税関手続を確保する目的がある。
　また，輸入許可を受ける前の貨物が保税地域に
ある間は，関税等の納付が留保されるほか，保税
地域の種類によっては，外国貨物を加工・製造し
た後，関税等を納付することなく再び外国に向け
て積み戻すことや，関税等を納付することなく外
国貨物のまま展示することができるなど，貿易取
引の円滑化，貿易の振興，国際的な文化交流に役
立っている。
　保税地域には，機能別に指定保税地域，保税蔵
置場，保税工場，保税展示場及び総合保税地域の
５種類がある。
②　保税運送
　外国貨物は，開港，税関空港，保税地域，税関
官署等の場所相互間に限り外国貨物のまま運送す
ることができる。これを保税運送といい，原則と
して税関長の承認が必要となっている。
　保税運送は，外国貨物を特定の場所相互間に限
り運送することを認めていることから，企業活動
の円滑化に資するものである。
⑵　最近の保税制度の改正
①　特定保税承認制度の導入
　平成19年度に，貨物のセキュリティ管理とコン
プライアンスの体制が整備された者として税関長
の承認を受けた保税蔵置場又は保税工場の被許可
者に対して，届出により，保税蔵置場又は保税工
場を設置することが可能となる等の制度（特定保
税承認制度）を導入した。
　さらに，平成23年度には，届出により設置され
た場所についての帳簿の保存期間を５年から１年

に短縮し，特定保税承認制度の利用拡大に努めた。
②　特定保税運送制度の導入
　平成20年度に，貨物のセキュリティ管理とコン
プライアンスの体制が整備された者として税関長
の承認を受けた国際運送事業者に対して，NACCS
で貨物管理を行う保税地域相互間の保税運送につ
いて，個々の運送承認が不要となる等の制度（特
定保税運送制度）を導入した。
③　処分規定の整備
　保税地域の被許可者等が保税業務について法令
に違反したとき等一定の要件に該当することと
なったときは，税関長は外国貨物等を当該保税地
域に入れることを停止させ，又は当該保税地域（指
定保税地域を除く）の許可を取り消すことができ
ることとされている。この処分を行う際の処分基
準については，社会情勢の変化等に応じ，種々の
見直しを行っており，直近では令和２年１月に，
被許可者からの申し出による減算対象を広げると
伴に，非違が故意である場合の加算点数引き上げ
を行った。
④　許可要件の見直し
　平成21年度に，近年の暴力団排除対策の強化の
動き等を勘案し，保税蔵置場等の許可をしないこ
とができる要件として，暴力団員であること等を
追加した。
⑤　国際的なオークション・ギャラリー・アート
フェアへの対応
　令和２年度に，近年の美術品の国際的なオーク
ションやアートフェア等の開催に向けた動きを踏
まえ，保税地域の活用を促進するため，手続きの
明確化等を行った。
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